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医道審議会令（平成12年6月7日政令第285号）  

（組織）  

第1条 医道審議会（以下「審議会」という。）は、委員30人以内で組織する。  

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置  

くことができる。  

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこ  

とができる。  

（委員等の任命〉  

第2条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命す  

る。  

卜社団法人日本医師会の長  

2 社団法人日本歯科医師会の長  

3 学識経験のある者  

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大  

臣が任命する。  

（委員の任期等）  

第3条 前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。  

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了した  

ときは、角牢任されるものとする。  

4ノ 専門委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了した  

ときは、解任されるものとする。  

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

（会長）  

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により連任する。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す  

る。  

（分科会） 

第5条 審議会に、次の表の上覧に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、  

審諌会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。  
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名 線   所  掌  事  務   

医道分科会   医師法（昭和23年法律第201与）第7粂第4項及び第24条  

の2第2項、歯科医師法（昭和23年法律第・202号）第7粂第  

4項及び第23条の2第写項並びに医療法（昭和白3年法律第2  

05号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理す  

ること。   

医師分科会   医師法第1．0条第2項及び第16粂の2第3項並びに精神保健  

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  

の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

歯科医師分科会  歯科医師法第10粂第2項及び第16粂の2第3項の規定によ  

り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

保健師助産師宥恕  保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）及び看護師   

師分科会   等の人材確保の促進に関する法律（平成4年法律第86号）の規  

定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

理学療法士作琴療  理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）の規   

法士分科会   定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。   

あん摩マ 

指圧師、はり師、き  和白2年法律第217号）及び柔道整復師法（昭和45年法律第   

ゆう師及び柔道整  19号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理す   

復師分科会   ること。   

薬剤師分科会   薬剤師法（昭和35年法律第146号）の規虚に羊り審盛会の権  

限に属させられた事項を処理すること。   

死体解剖資格審査  死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）．の規定に■より呑顔   

分科会   会の権限に属させられた事項を処理すること。   

2 前項の表の上覧に掲げる分科会に属すべき委員、r嘩時委員及び専門委員は、学   

識経験のある者（医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第2条第  

1項各号に掲げる者）のうちから、厚生労働大臣が指名する。  

3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。  

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちか   

ら分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会は、その定めるところにより・、分科会の議決をもって審議会の議決とす   

ることができ▲る。  

3‡i冒E  

第6条働こより、部会を置くことができる  
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準炒れる部会   

笹畔  

？部会に部会長を牢き、当鱒甲会に闊する委如撃墜より適任すろ。  4働  
む耶全引こJr があるときは当該部会に－‾ ‾る委こ又は臨l倭ミのi皇む旦趣   

会長があらか卿  

分野会に置かれろ部会にあっては、分科会。以下この項において同旦。1  

岬で   

きるα  

（議事）  

第7廉 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会  

議を開き、議決することができない。   

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で筆議に出席したものの  

過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。  

（資料の提出等の琴求）  

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政  

機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めること  

ができる。  

（庶務）  

第9条 審議会の庶務は、厚隼労働省医政局医事課において総括し、】及び処理する。た  

だし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健  

師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省看護課、薬剤師分科会に  

係るものについては厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。  

（雑則）  ㌧  

I 第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続そゐ他審議会の運営に関し必要な  
事項は、会長が審議会に諮って定める。  

附 則   

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成1、1年法律第88号）の施行の日（平  

成13年1月6日）から施行する。   

附 則（平成20・3・31政令第94号）（抄）  

この政令は、乎成20年4月1日から施行する。  
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はじめに   

我が国の医師養成過程において重要な役割を担う医師国家試験は、昭和21年に  

第1回が実施された。以後、医療を取り巻く状況及び医療の進歩に合わせその都度  

改善が行われてきたが、昭和56年の医療関係者審繕会医師部会からの意見を学け、  

昭和57年に改善策の検討等を行うため医師国家試験制度改善委員会が設置された  

後は、定期的に医師国家試験制度の見直しが行われてきている。最近の見直しでは、  

問題数の増加や、医療安全を含む新たな課題に関する出題が盛り込まれたところで  

ある。  

当改善検討部会は4年に1度の出題基準の改訂を控え、平成18年8月、医道審  

議会医師分科会に設置され、現行の医師国家試験についての評価と改善事項の検討  

のための審強を開始した。以後ワーキンググループでの議論も含めて6回にわたり  

検討を重ね、今般、医師国家試験の改善に関する基本的な方向性等についての意見  

をとりまとめたので、ここに報告する。  

基本的な考え方  

我が匡‖享おける医師を取り巻く状況は、少子高齢化等号よる疾病構造の変化、国   

民の医療に対するニーズの拡大、医療技術の高度化などに伴い大きく変化してきて   

いる。その中で、医師には、患者の視点の重視、医療安全の確保、地域医療への貢   

献などが以前にも増して求められるようになっている。  

また、平成16年には、プライマリ・ケアを中心に幅広い診療能力を身に付ける   

ことがセきるよう、診療に従事しようとする全ての医師に対して臨床研修が必修化   

されたこと、平成、17年からは大学医学部・医科大学において共用試験削の本格   

導入があったことなど、医師養成過程においても、ここ数年で大きな変革が起きて   

いる。  

医師国家試験の改善に当たっては、医師国家試験が医師の質の向上により一層資  

するものとなるよう、これらの背景や医師という職業の特性、これまでの改善事項   

等を踏まえるのみでなく、大学医学部・医科大学入学から始まる卒前医学教育、医   

師国家琴験、卒後臨床研修、生涯教育へと続く我が国における一連の医師養成過程   

を見通した長期的視野を持つことが重要である。  

今後の医師国家試験では、基本的な知織・技能の確認をすることに加え、臨床研   

修開始前までに修得しておくことが必要と考えられる技能や社会的ニーズの高まっ   

ている傷病に関する事項について、より一層の充実が図られるようにすることが望   

ましい。  
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